
　ふじのくに地球環境史ミュージアム（ミュー

ジアム）では、NPO 静岡県自然史博物館ネッ

トワーク（NPO）が係る資料収集と保管に関

して、ミュージアムとの意見交換の機会がこ

れまであまりなく、実際の収集保管作業でい

くつかの問題がありました。そのため、今年

度から、NPO とミュージアムとの意見交換会

を、館長も参加して 3 か月に 1 回の割合で定

期的に開催することになりました。

NPO とミュージアムとの意見交換会

　第 1 回の意見交換会は 5 月 18 日に開催さ

れ、第 2 回の意見交換会は 9 月 12 日に開催

されました。第 2 回の交換会では、前回交換

会で出た以下の課題についてのミュージアム

側の対応の進行状況についてお聞きしまし

た。

①コレクションポリシー案の作成について。

②データベースの現状について。

③標本の収蔵保管スペースの拡充について。

　①のコレクションポリシーとは、標本収集

保管に関する具体的で実効性のある指針を明

文化したものです。そのコレクションポリシー

案については、現在学芸課内で作成している

とのことでした。この案をミュージアムと NPO

で共有化し、標本収集保管に関する業務を進

めていきたいという提案がありました。　

　②のデータベースについては、これまで実

施してきたクラウドにおける標本データベー

スが、予算の問題で今年度から継続ができず、

昨年度末で解約したという経緯が説明されま

した。そして、現状では資料登録された csv

データの元データはミュージアムに戻ってい

るので、今後のデータベースをどのように運

用するかについて話し合う、ミュージアムと

NPO の作業グループをつくってはどうかとい

う提案がありました。

　③標本の収蔵保管スペースの拡充については、

現在いくつかの分類群について収蔵スペース

が不足していて、新たな収蔵室が必要となっ

ているため、拡充が必要であることが述べら
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れました。しかし、その整備については、予

算的にもハードルが高く、収蔵管理整備の全

体計画として進めていきたいとの提案があり

ました。それには、標本を収蔵する適正を踏

まえた上で、現在ある余剰スペースのゾーニ

ングを行い、新たな収蔵スペースを確保し、

どのように収蔵保管を運営していくか考えて

いくとのことでした。

　この意見交換会で NPO 側として、主に①

データベースに関することと、②資料の一時

保管室と IPM（総合的有害生物管理）に関す

ること、③書籍の廃棄と利用に関する図書整理

の件を、議題として提案しました。

　これらの議題について議論した結果、①につ

いてはミュージアムの中期計画にしたがい、今

まで構築してきたデータベースをもとに、今

後のデータベースを利用するための委員会（作

業グループ）をつくることになりました。そ

の委員会の責任者をミュージアムの岸本氏と

NPO の柴に決め、協議していくこととなりま

した。

　②の資料保管についても、IPM に関する委

員会（作業グループ）をつくり、その中で一

時保管室の管理等を含む IPM に関する方針を

検討していくこととなりました。その委員に

は、ミュージアムの岸本氏と早川氏、NPO の

横山が決まりました。また、この収集保管管

理についての議論の中で、コレクションポリ

シー等も含めて標本収集保管に関しての問題

を総合的に協議するミュージアム・NPO メン

バーによる委員会をつくる方向で検討するこ

とになりました。

　③については、図書の利用等に関する提案

が NPO 三宅飛鳥氏よりあり、今後、廃棄・

利用等に関する問題についてミュージアム図

書担当の岸本氏を中心に検討・対応していく

こととなりました。

収集保管問題検討委員会の設置とその作業

　第 2 回目の意見交換会の議論をうけて、9

月 26 日にミュージアムの岸本氏、早川氏、
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西岡氏と NPO の柴と横山で、 収集保管関連

の作業グループの会合が開かれました。ここ

では、①データベースの現況と、標本登録や

検索業務を今後どのように行っていくか、ま

た今後のデータベースをどのようにするかと

いうことと、②収蔵室、とくに一次保管室の

環境改善について話し合われました。

　①のデータベースについては、今年度は予

算がないため現実の対応として、博物館とし

てどのような方法があるかを検討しました。

そこで、これまで運用に関わっていた業者に、

今後のクラウドでの運用も含めて相談するこ

とになりました。

　②の収蔵室については、一時保管室の整理

と清掃を行い、一時保管室の使用方法のルー

ルを決めることになりました。

　そして、この会合は毎月定例的に開催して、

12 月の NPO とミュージアムとの意見交換会

に、その検討結果や作業の進行状況を報告す

ることになりました。

　この 収集保管関連の作業グループの第 2 回目

の会合は、10 月 24 日に開催されました。そこ

では、まず、この作業グループを「収集保管問

題検討委員会」という名にすることにし、組織

としてはデータベースと IPM の 2 つの作業部会

からなり、その構成員は岸本氏（ミュージアム）・

柴（NPO）を共同代表として、データベース作

業部会は西岡氏を代表として、横山と岡宮氏か

らなり、IPM 作業部会は早川氏を代表として、

横山と岡宮氏からなることを決めました。

　そして、データベースに関しては、業者との

相談の結果も踏まえて、当座の資料搬入および

データ登録・検索などをどうするかを検討しま

した。その結果、今後の方針が決定するまでの

1 ～ 2 ヵ月について、現在登録されているエク

セルデータをコピーして、ミュージアムの研究

員と横山（NPO）で共有し、更新と検索に利用

することとしました。そして、今後の方針につ

いては、資料登録用端末を準備して登録エクセ

ルデータでの利用（＋外部 HD でのバックアッ

プ）を行い、スタンドアローンまたは館内のネッ

トワークで運用するとしました。また、来年度

以降のデータベースでの運用を目指し、クラウ

ドでの運用が無理であれば、新規データベース

の利用可能なスペックのコンピュータを導入し

て運用することを検討することにしました。な

お、登録 ID のリストのコピーを研究員と NPO

で共有して、資料搬入等に利用することにしま

した。

　IPＭに関しては、登録 ID リストの内容を

チェックし、未記入のコレクションを追加し、

資料搬入時のルールを決めることになりまし

た。そして、搬入・登録のマニュアル作成や勉

強会を行い、資料搬入と IPM について、ミュー

ジアムの職員と NPO のメンバーの共通認識を

つくることを始めることにしました。また、一

次保管庫については、搬入簿をつくり搬入搬出

には必ず記録をつけるようにすることにしまし

た。

　これら収集保管問題検討委員会での方針と

ルールづくりは、本来ミュージアム開館時に

されていることです。しかし、実際にミュー

ジアムでの資料収集保管作業がはじまり、す

でに 7 年以上経ていますが、具体的にミュー

ジアム研究員と NPO がそれに係ることで、そ

の作業の中に潜んでいたさまざまな問題点を

ようやく共有化することができました。これ

をよい機会として、ミュージアムでの収集保

管の新たなシステムを再構築していければと

思います。資料保存を実際に行っている NPO

のみなさんには、今後ともご協力よろしくお願

い申し上げます。

今年度継続できなくなった収蔵品・図書データベース　管理者用


